
【令和６年４月からの保育所等の出生前予約申請について】 

 
・ 出生予定日が令和６年２月５日以降の児童は、予約申請の受付はできません。 

・ 出生予定日が令和６年２月５日以降の方で、実際の出生日が令和６年２月４日以前に早

まり、かつ令和６年４月からの申請を希望する場合は保育入園課までご相談ください。 

・ 上記の場合は、４月２次利用調整の対象となります。令和６年２月２９日までに必要書

類を揃えて保育入園課にご提出いただく必要がありますので、可能性のある方は書類の

準備をしておいてください。 

 

令和６年４月からの保育所等の利用申請について、生後５７日目から

の保育を行っている保育所等を希望する場合に限り、出生予定日が令

和５年１２月ごろから令和６年２月４日までの児童を対象に、出生前

の申請（予約申請）を受付します。 

申請の締切日は、通常の申請と同じ令和５年１２月８日です。 

通常の申請とは手続きが異なるため、必ず事前に保育入園課にご相談

ください。 

出生予定日の確認を行うために母子健康手帳の「分娩予定日」を記入

したページのコピーが必要です。また、裏面の確認事項をお読みのう

え、各項目のチェック欄にチェックをし、下段にご署名ください。 

※申請後に利用調整を行い、利用の可否を決定します。希望する保育

所等の受入れ状況によっては、ご希望に添えない場合もございます。 



受付日：令和   年   月   日     受付者：                     コピー：□ 

 

＜予約申請に必要な書類＞ 

●提出書類確認票（写し） 

●船橋市教育・保育給付認定申請書（兼）船橋市保育所等利用申込書（写し） 

●保育を必要とする事由の確認資料（写し） 

●該当者のみ必要となる資料 ※詳細は「保育所等利用のご案内」を参照してください。 

 

＜申請にあたっての注意事項＞ 

出生前の予約申請は仮の受付となります。予約申請を行った方は、４月からの利用の可否にかか

わらず、令和６年３月１５日までに保育入園課で正式に申請を行っていただきます。期日までに

手続きが行われない場合、仮で受付けた申請は取り消されます。 

□ 

令和６年５月以降の利用を希望する場合は、出生後に申し込みをしてください。未出生児の予約

申請は受付できません。 
□ 

公立保育園では、生後６か月未満の児童は認定された保育必要量にかかわらず、児童の負担を考

慮して、お預かり時間を相談させていただく場合があります。 

私立保育園など他の施設でも、お預かり時間について相談させていただく場合があります。 

□ 

通知に記載する児童の氏名の確認のため、市が住民票の確認をいたします。 □ 

＜次の内容に該当する場合は、内定が取り消されます＞ 

出生日が令和６年２月５日以降となった場合。 

※令和６年４月１日時点で生後５７日目に満たないため。 
□ 

令和６年３月１５日までに、保育入園課で正式な申請手続きが行われない場合。 □ 

令和６年３月中に内定した保育所等で説明会（個別面談）を受けられない場合。 □ 

児童の健康状況を確認した結果、集団保育を行うにあたり支援が必要となる可能性があり、体験

保育が必要と判断された場合や、専門的な療育の必要性があると判断された場合。 
□ 

就労中の保護者について、産休・育児休業（休暇）前に勤務していた事業所に、令和６年５月１

５日までに同条件での復職（休業（休暇）期間は令和６年５月１４日まで）ができない場合や、

休業（休暇）前に勤務していた事業所以外での勤務をする場合。 

□ 

令和６年５月１５日までの復職をせずに、申請児童の育児休業（休暇）を取得する場合。 

※きょうだい同時申請の場合は、上の児童の内定も取り消しとなります。 

※保育所等の利用開始後に、令和６年５月１５日以降の育児休業（休暇）の取得が確認された場

合は、その時点で退所となります。 

□ 

以上の確認事項について同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

保護者（父）             保護者（母）                


